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教育長

１　開　会

２　前回会議録の承認

３　教育長報告

４　議　事

　　報告第１号　　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会

　　　　　　　　　　　関係職員の任免その他の人事について）

　　報告第２号　　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学校給食セ

　　　　　　　　　　　ンター設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正　

　　　　　　　　　　　する規則について）

　　議案第１号　　龍ケ崎市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する告示に

　　　　　　　　　　　ついて

　　議案第２号　　龍ケ崎市就学援助医療費支給事務取扱規程の一部を改正

　　　　　　　　　　　する告示について

　　議案第３号　　映写機等貸出規則を廃止する規則について

　　議案第４号　　龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等招致アドバイザー設

　　　　　　　　　　　置要綱を廃止する告示について

　　議案第５号　　龍ケ崎市スポーツ施設幼児一時預り業務嘱託員設置要綱の

　　　　　　　　　　　一部を改正する告示について

　　議案第６号　　龍ケ崎市立学校職員の教員評価及び人事評価に係る評価

　　　　　　　　　　　結果に対する苦情の申出及び対応に関する規程について

　　議案第７号　　平成２９年度龍ケ崎市学校教育指導方針について

　　議案第８号　　障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍ケ崎市教

　　　　　　　　　　　育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領について

　　議案第９号　　第３次龍ケ崎市子ども読書活動推進計画について

　　議案第１０号　学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について

５　協議事項　　　（１）「龍ケ崎市の学校給食における異物混入対策マニュアル

　　　　　　　　　　　　　　（案）について」

６　報告事項　　　（１）「平成２９年第１回市議会定例会における一般質問答弁

　　　　　　　　　　　　　　状況等について」

　　　　　　　　　　　（２）「龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会　中間とりまとめに

　　　　　　　　　　　　　　ついて」

　　　　　　　　　　　（３）「北文間小学校と龍ケ崎西小学校との統合について」

　　　　　　　　　　　（４）「平成２８年度市内中学校卒業生の進路状況について」

６　その他　　　　　

７　閉　会

（１）開会

　　皆様こんにちは。委員の皆様方には，お忙しいところ，お集まりをいただき　

　まして，ありがとうございます。

　　それでは，議事に入ります。

　　本日，すべての委員が出席されており，定足数に達しておりますので，平成

　２９年第３回龍ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。

2



教育長

全委員

教育長

教育長

教育長

全委員

教育長

教育部長

教育長

全委員

教育長

(２)前回会議録の承認

　　はじめに，２月定例会の会議録の承認を行います。

　　会議録につきましては，原案のとおりでよろしいでしょうか。

　　異議なし。

　　それでは，２月定例会の会議録につきまして，原案のとおり承認いたしま　

　す。

(３)教育長報告

　　続きまして，教育長報告をさせていただきます。

（平成２９年第１回市議会定例会，市立小・中学校卒業式，管内市町村教育長

会議，平成２９年第１回臨時教育委員会，臨時校長会，インフルエンザによる

学級（学年）閉鎖，龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会（第５回），平成２９年度

龍ケ崎市奨学生審査会，子育てふれあいセミナー全体研修会・閉講式，文化

協会本部会･理事会，図書館文化講演会，市指定文化財指定記念講演会，第

３回子ども読書活動推進委員会会議，文化協会全体視察研修，埋蔵文化財

所在の有無照会（２月分），地域おこし協力隊採用面接，第３１回スポーツ少年

団本部交流大会，ＷＢＣ中国野球応援，龍ケ崎市スポーツ指導者養成講習

会，平成２８年度幼児期教育接続推進のための研修会，平成２８年度学校改

善プラン検証に係る面談の実施，平成２９年度入学公立高等学校等合格者調

査，平成２８年度卒業生　龍ケ崎市中学校進路状況調査，第１０回龍の子支援

会議，第１１回龍の子支援会議）

　　私からの報告は，以上でございます。委員の皆様方から何かございました

　ら，お願いいたします。

　　特になし。

（４）報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会

関係職員の任免その他の人事について）」

　　それでは議事に入ります。報告第１号「専決処分の承認を求めることについ

　て（龍ケ崎市教育委員会関係職員の任免その他の人事について）」事務局か

　ら説明いたします。

　　（教育部長　報告第１号について説明）

　　ただいま，報告第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，報告第１号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありま

　せんか。
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全委員

教育長

教育長

教育部長

教育長

全委員

教育長

全委員

教育長

教育長

教育総務課長

教育長

全委員

教育長

全委員

教育長

　　異議なし。

　　異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。

（５）報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学校給食セ

ンター設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則につい

て）」

　　続きまして，報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市

　学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

　規則について）」事務局から説明いたします。

　　（教育部長　報告第２号について説明）

　　ただいま，報告第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，報告第２号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありま

　せんか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，報告第２号については，原案のとおり承認されました。

(６）議案第１号「龍ケ崎市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する告示につ

いて」

　　続きまして，議案第１号「龍ケ崎市就学援助事務取扱要綱の一部を改正す

　る告示について」事務局から説明いたします。

　　（教育総務課長　議案第１号について説明）

　　ただいま，議案第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第１号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第１号については，原案のとおり可決されました。
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教育長

教育総務課長

教育長

全委員

教育長

全委員

全委員

教育長

生涯学習課長

教育長

全委員

教育長

全委員

教育長

教育長

スポーツ推進課長

教育長

(７)議案第２号「龍ケ崎市就学援助医療費支給事務取扱規程の一部を改正す

る告示について」

　　続きまして，議案第２号「龍ケ崎市就学援助医療費支給事務取扱規程の一

　部を改正する告示について」事務局から説明いたします。

　　（教育総務課長　議案第２号について説明）

　　ただいま，議案第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第２号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第２号については，原案のとおり可決されました。

(８)議案第３号「映写機等貸出規則を廃止する規則について」

　　続きまして，議案第３号「映写機等貸出規則を廃止する規則について」事務

　局から説明いたします。

　　（生涯学習課長　議案第３号について説明）

　　ただいま，議案第３号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第３号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第３号については，原案のとおり可決されました。

（９）議案第４号「龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等招致アドバイザー設置

要綱を廃止する告示について」

　　続きまして，議案第４号「龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等招致アドバ

　イザー設置要綱を廃止する告示について」事務局から説明いたします。

　　（スポーツ推進課長　議案第４号について説明）

　　ただいま，議案第４号について，説明がありましたが，これらについてご質問
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全委員

教育長

全委員

教育長

教育長

スポーツ推進課長

教育長

全委員

教育長

全委員

教育長

教育長

指導課長

教育長

全委員

教育長

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第４号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第４号については，原案のとおり可決されました。

（１０）議案第５号「龍ケ崎市スポーツ施設幼児一時預り業務嘱託員設置要綱の

一部を改正する告示について」

　　続きまして，議案第５号「龍ケ崎市スポーツ施設幼児一時預り業務嘱託員

　設置要綱の一部を改正する告示について」事務局から説明いたします。

　　（スポーツ推進課長　議案第５号について説明）

　　ただいま，議案第５号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第５号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第５号については，原案のとおり可決されました。

（１１）議案第６号「龍ケ崎市立学校職員の教員評価及び人事評価に係る評価

結果に対する苦情の申出及び対応に関する規程について」

　　続きまして，議案第６号「龍ケ崎市立学校職員の教員評価及び人事評価に

　係る評価結果に対する苦情の申出及び対応に関する規程について」事務局

　から説明いたします。

　　（指導課長　議案第６号について説明）

　　ただいま，議案第６号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第６号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。
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全委員

教育長

教育長

指導課長

教育長

教育長

指導課長

髙橋委員

指導課長

教育長

全委員

教育長

教育長

教育センター所長

教育長

鈴木委員

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第６号については，原案のとおり可決されました。

（１２）議案第７号「平成２９年度龍ケ崎市学校教育指導方針について」

　　続きまして，議案第７号「平成２９年度龍ケ崎市学校教育指導方針につい

　て」事務局から説明いたします。

　　（指導課長　議案第７号について説明）

　　ただいま，議案第７号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　方針の中に，一人一人という記述と，一人ひとりという記述がありますが，ど

　ちらかに統一してはどうでしょうか。

　　「一人ひとり」に統一させていただきます。

　　はぐくむとひらがなで表記をしているところもあれば，育むと漢字で表記して

　いるところもありますが，こちらも統一する必要があるのでしょうか。

　　すでに定められております，県の計画等の表現に合わせた形になっており

　ますことから，こちらにつきましては，原案どおりとさせていただきたいと考えて

　おります。

　　それでは，議案第７号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第７号については，原案のとおり可決されました。

（１３）議案第８号「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍ケ崎市教

育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領について」

　　続きまして，議案第８号「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍

　ケ崎市教育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領について」事務

　局から説明いたします。

　　（教育センター所長　議案第８号について説明）

　　ただいま，議案第８号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　どのようなものを差別的取扱いとなるのか，その定義はあるのでしょうか。
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教育センター所長

髙橋委員

教育センター所長

教育長

全委員

教育長

生涯学習課長

教育長

全委員

教育長

全委員

教育長

教育総務課

教育総務課長

教育長

大野委員

　　定義はないのですが，９ページの別表において，基本的な考え方を示して

　おります。

　　１４ページに盲ろう者という用語がありますが，わざわざここで記載する必要

　があるのでしょうか。カッコの中にあるように，視覚と聴覚の両方に障がいがあ

　るものと表記してもよいのではないでしょうか。

　　こちらにつきましては，市が市職員を対象として策定しました対応要領を参

　考にして提案しておりますことをご理解いただきたいと思います。

　　それでは，議案第８号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

（１４）議案第９号「第３次龍ケ崎市子ども読書活動推進計画について」

　　続きまして，議案第９号「第３次龍ケ崎市子ども読書活動推進計画につい

　て」事務局から説明いたします。

　　（生涯学習課長　議案第９号について説明）

　　ただいま，議案第９号について，説明がありましたが，これらについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　それでは，議案第９号について，原案のとおり決することに，ご異議ありませ

　んか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第９号については，原案のとおり可決されました。

（１５）議案第１０号「学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」

　　続きまして，議案第１０号「学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に

　ついて」事務局から説明いたします。

　　（教育総務課長　議案第１０号について説明）

　　ただいま，議案第１０号について，説明がありましたが，これらについてご質

　問等ございましたらお願いいたします。

　　今回の提案は変更のあった方のみということでよろしいでしょうか。
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教育総務課長

教育長

教育総務課長

教育長

全委員

教育長

教育長

学校給食センター所長

教育長

斎藤教育長

職務代理者

服部補佐

教育長

服部補佐

髙橋委員

服部補佐

髙橋委員

　　その通りです。その他の方につきましては，これまで通りお願いしたいと考え

　ております。

　　市内のみで先生を探すのは大変なのでしょうか。

　　医師会等から推薦をいただいてお願いしているのですが，お引き受けいた

　だける先生方が足りていないのが現状です。

　　それでは，議案第１０号について，原案のとおり決することに，ご異議ありま

　せんか。

　　異議なし。

　　異議なしと認め，議案第１０号については，原案のとおり可決されました。

（１６）協議事項の１「龍ケ崎市の学校給食における異物混入対策マニュアル

（案）について」

　　次に協議事項です。協議事項の１「龍ケ崎市の学校給食における異物混入

　対策マニュアル（案）について」事務局から説明いたします。

　　（学校給食センター所長から説明）

　　ただいま協議事項の１について，説明がありましたが，これについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　これは校長会や給食担当者など，学校現場にも説明されるのでしょうか。

　　今月の校長会で説明し，ご意見をいただいたものを反映させたものが，今

　回の資料になります。配膳室の施錠のことなど，学校に見に来て欲しいという

　ご要望をいただいたので，今後対応していきたいと考えております。

　　このマニュアルの継続的な周知をお願いしたい。また，感染症やアレル

　ギーについてのマニュアルはすでにあるのでしょうか。

　　アレルギーについては，すでに作成しておりますが，感染症につきまして

　は，パンデミック等のこともあり，学校給食だけのことではないことから，まだ作

　成していないという状況です。

　　異物の区分は，どの自治体のマニュアルでも，このような分け方になってい

　るのでしょうか。

　　事故のあった自治体の事例などを参考に作成しております。

　　このような分け方に違和感を感じています。健康への影響が大きいものの後
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教育部長

教育長

教育部長

教育長

全委員

教育長

教育総務課長

教育長

斎藤教育長

職務代理者

教育長

教育総務課長

教育長

全委員

　にカッコ書きなどで，生命に深刻な影響を与えるものというようにならないと，

　読んだ方に誤解を招く恐れがあるのではないでしょうか。

　　いただいたご意見を踏まえ，修正をしまして，４月の定例会で議案として提

　案させていただきます。

（１７）報告事項の１「平成２９年第１回市議会定例会における一般質問答弁状

況等について」

　　次に報告事項です。報告事項の１「平成２９年第１回市議会定例会における

　一般質問答弁状況等について」ですが，一般質問の答弁につきまして，事前

　に配布いたしました資料からご質問等をいただく前に，文教福祉委員会等に

　おける質疑の内容につきまして，事務局から説明いたします。

　　（教育部長から説明）

　　ただいま報告事項の１について，説明がありましたが，これについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

（１８）報告事項の２「龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会　中間とりまとめにつ

いて」

　　続きまして，報告事項の２「龍ケ崎市の新しい学校づくり審議会　中間とりま

　とめについて」事務局から説明いたします。

　　（教育総務課長から説明）

　　ただいま報告事項の２について，説明がありましたが，これについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　小中一貫教育については，少し明確になりつつあると思いますが、当市の

　子ども達の現状や実態を見て，これをやるとこのようになるということを大切に

　して，進めていただきたいと思います。

（１９）報告事項の３「北文間小学校と龍ケ崎西小学校との統合について」

　　続きまして，報告事項の３「北文間小学校と龍ケ崎西小学校との統合につ

　いて」事務局から説明いたします。

　　（教育総務課長から説明）

　　ただいま報告事項の３について，説明がありましたが，これについてご質問

　等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。
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指導課長

教育長

全委員

教育長

教育総務課

事務局

教育長

（２０）報告事項の４「平成２８年度市内中学校卒業生の進路状況について」

　　続きまして，報告事項の４「平成２８年度市内中学校卒業生の進路状況に

　ついて」であります。

　　それでは，事務局から説明いたします。

　　（指導課長から説明）

　　ただいま，報告事項の４について，説明がありましたが，これについてご質

　問等ございましたらお願いいたします。

　　特になし。

　　議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。

　　「入学式について」

　　「教育プランについて」

　　次回日程について（４月の教育委員会定例会につきましては，４月２６日

　（水）１４時から，また５月につきましては，５月２４日（水）１４時から教育委員会

　定例会を開催することでお願い申し上げます。）

　　以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。本日はお疲れさ

　までした。
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【議決事項】

　　報告第１号　　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会

　　　　　　　　　　　関係職員の任免その他の人事について）

　　報告第２号　　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学校給食セ

　　　　　　　　　　　ンター設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正　

　　　　　　　　　　　する規則について）

　　議案第１号　　龍ケ崎市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する告示に

　　　　　　　　　　　ついて

　　議案第２号　　龍ケ崎市就学援助医療費支給事務取扱規程の一部を改正

　　　　　　　　　　　する告示について

　　議案第３号　　映写機等貸出規則を廃止する規則について

　　議案第４号　　龍ケ崎市国際スポーツ大会キャンプ等招致アドバイザー設

　　　　　　　　　　　置要綱を廃止する告示について

　　議案第５号　　龍ケ崎市スポーツ施設幼児一時預り業務嘱託員設置要綱の

　　　　　　　　　　　一部を改正する告示について

　　議案第６号　　龍ケ崎市立学校職員の教員評価及び人事評価に係る評価

　　　　　　　　　　　結果に対する苦情の申出及び対応に関する規程について

　　議案第７号　　平成２９年度龍ケ崎市学校教育指導方針について

　　議案第８号　　障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍ケ崎市教

　　　　　　　　　　　育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領について

　　議案第９号　　第３次龍ケ崎市子ども読書活動推進計画について

　　議案第１０号　学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について

【会議録調製年月日】

　　　　　　　　　平成２９年３月　　日

【会議録調製者】　

　　　　　　　　　龍ケ崎市教育委員会事務局　教育総務課

　　　　　　　　　　　　　　　総務グループ　係長　　近野英樹

○龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議

録を調製させ，署名する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長  　　　平塚　和宏

情報公開 公　開

非公開（一部非公

開を含む）とする理

由

（龍ケ崎市情報公開条例第９条　号該当）

公開が可能となる

時期（可能な範囲

で記入）

　

　年　　月　　日
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